
別表

改正前 改正後 改正前 改正後

               第１節　手術料

Ｊ０００

1 乳歯 120 → 120 － －

2 前歯 150 → 150 － －

3 臼歯 260 → 260 － －

4 難抜歯 460 → 460 － －

5 埋伏歯 1,000 → 1,000 － －

Ｊ００１ 460 → 460 － －

Ｊ００２ 130 → 130 － －

Ｊ００３

1 歯冠大のもの 770 → 770 － －

2 拇指頭大のもの 1,300 → 1,300 － －

Ｊ００４ 1,300 → 1,300 － －

Ｊ００５ 110 → 110 － －

Ｊ００６ 110 → 110 － －

Ｊ００７ 4,400 → 4,400 － －

Ｊ００８

1 軟組織に限局するもの 600 → 600 － －

2 硬組織に及ぶもの 1,300 → 1,300 － －

Ｊ００９

1 ３分の１顎程度 400 → 400 － －

2 ２分の１顎程度 800 → 800 － －

3 全顎 1,600 → 1,600 － －

Ｊ０１０

1 簡単なもの（１顎につき） 3,000 → 3,000 － －

2 困難なもの（２分の１顎未満） 4,000 → 4,000 － －

3 困難なもの（２分の１顎以上） 6,500 → 6,500 － －

歯肉息肉除去手術

歯槽骨整形手術、骨瘤除去手術

顎骨切断端形成術

歯肉、歯槽部腫瘍手術（エプーリスを含む。）

ヘミセクション（分割抜歯）

抜歯窩再 爬手術

歯根 胞摘出手術

歯根端切除手術（１歯につき）

抜歯手術

浮動歯肉切除術

顎堤形成術

第９部　手術

区分番号
点　数 施設基準

備考手　術　名

歯－手術－別－1 / 9 　　



改正前 改正後 改正前 改正後
区分番号

点　数 施設基準
備考手　術　名

Ｊ０１１ 3,000 → 3,000 － －

Ｊ０１２ 1,300 → 1,300 － －

Ｊ０１３

1 智歯周囲炎の歯肉弁切除等 140 → 140 － －

2 歯肉膿瘍等 180 → 180 － －

3 骨膜下膿瘍、口蓋膿瘍等 230 → 230 － －

4 顎炎又は顎骨骨髄炎等

  イ  ３分の１顎未満の範囲のもの 750 → 750 － －

  ロ  ３分の１顎以上の範囲のもの 2,600 → 2,600 － －

  ハ  全顎にわたるもの 5,700 → 5,700 － －

Ｊ０１４ 700 → 700 － －

Ｊ０１５ 5,230 → 5,230 － －

Ｊ０１６ 18,500 → 18,500 － －

Ｊ０１７

1 粘液嚢胞摘出術 940 → 940 － －

2 その他のもの 3,140 → 3,140 － －

Ｊ０１８

1 切除 11,700 → 11,100 70/100 5/100加算

2 亜全摘 32,900 → 31,300 70/100 5/100加算

Ｊ０１９

1 口蓋粘膜に限局するもの 400 → 400 － －

2 口蓋骨に及ぶもの 6,720 → 6,720 － －

Ｊ０２０ 5,600 → 5,600 － －

Ｊ０２１

1 切除（単純） 5,600 → 5,600 － －

2 切除（広汎） 18,000 → 18,000 － －

Ｊ０２２

1 軟口蓋のみのもの 8,590 → 8,590 － －

2 硬口蓋に及ぶもの 14,300 → 14,300 － －

顎・口蓋裂形成術

舌腫瘍摘出術

舌悪性腫瘍手術

口蓋混合腫瘍摘出術

口蓋腫瘍摘出術

上顎結節形成術

おとがい神経移動術

口腔内消炎手術

口蓋悪性腫瘍手術

口腔底膿瘍切開術

口腔底腫瘍摘出術

口腔底悪性腫瘍手術
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改正前 改正後 改正前 改正後
区分番号

点　数 施設基準
備考手　術　名

3 顎裂を伴うもの 14,900 → 14,900 － －

Ｊ０２３

1 ６歯未満の場合 1,700 → 1,700 － －

2 ６歯以上の場合 3,400 → 3,400 － －

Ｊ０２４

1 口唇のみの場合 7,800 → 7,800 － －

2 口唇裂鼻形成を伴う場合 12,200 → 12,200 － －

3 鼻腔底形成を伴う場合 13,100 → 13,100 － －

Ｊ０２６ 2,650 → 2,650 － －

Ｊ０２７ 450 → 450 － －

Ｊ０２８ 4,490 → 4,490 － －

Ｊ０３０

1 粘液嚢胞摘出術 910 → 910 － －

2 その他のもの 3,370 → 3,370 － －

Ｊ０３１ 18,700 → 18,700 － －

Ｊ０３２ 39,600 → 37,700 70/100 5/100加算

Ｊ０３３

1 粘液嚢胞摘出術 910 → 910 － －

Ｊ０３４ 4,730 → 4,730 － －

Ｊ０３５ 17,300 → 17,300 － －

Ｊ０３６ 5,120 → 5,120 － －

Ｊ０３７

1 簡単なもの 150 → 150 － －

2 困難なもの 1,000 → 1,000 － －

3 著しく困難なもの 5,800 → 5,800 － －

Ｊ０３８ 12,000 → 12,000 － －

Ｊ０３９

1 掻爬 4,500 → 4,300 70/100 5/100加算

2 切除 20,600 → 19,600 70/100 5/100加算

頬腫瘍摘出術

口腔、顎、顔面悪性腫瘍切除術

術後性上顎嚢胞摘出術

口唇裂形成術

上顎骨切除術

上顎洞口腔瘻閉鎖術

舌形成手術（巨舌症手術）

舌 瘢痕性短縮矯正術

頬粘膜悪性腫瘍手術

口唇悪性腫瘍手術

上顎骨悪性腫瘍手術

頬粘膜腫瘍摘出術

頬、口唇、舌小帯形成術

口唇腫瘍摘出術

歯槽部骨皮質切離術（コルチコトミー）
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改正前 改正後 改正前 改正後
区分番号

点　数 施設基準
備考手　術　名

3 全摘 32,400 → 30,900 70/100 5/100加算

Ｊ０４０ 7,660 → 7,660 － －

Ｊ０４１ 12,100 → 12,100 － －

Ｊ０４２

1 切除 18,000 → 18,000 － －

2 切断 24,800 → 24,800 － －

Ｊ０４３

1 長径３cm未満 2,820 → 2,820 － －

2 長径３cm以上 8,210 → 8,210 － －

Ｊ０４４ 2,040 → 2,040 － －

Ｊ０４５ 2,040 → 2,040 － －

Ｊ０４６ 1,700 → 1,700 － －

Ｊ０４７

1 歯槽部に限局するもの 600 → 600 － －

2 顎骨に及ぶもの

  イ　片側の３分の１未満の範囲のもの 1,300 → 1,300 － －

  ロ　片側の３分の１以上の範囲のもの 4,000 → 4,000 － －

Ｊ０４８

1 ２㎝未満のもの 180 → 180 － －

2 ２㎝以上５㎝未満のもの 300 → 300 － －

3 ５㎝以上のもの 750 → 750 － －

Ｊ０４９ 1,500 → 1,500 － －

Ｊ０５０ 870 → 870 － －

Ｊ０５１ 820 → 820 － －

Ｊ０５２ 4,580 → 4,580 － －

Ｊ０５３

1 表在性のもの 640 → 640 － －

2 深在性のもの 3,770 → 3,770 － －

3 腺体内に存在するもの 5,540 → 5,540 － －

顎骨 胞開窓術

口蓋隆起形成術

下顎隆起形成術

腐骨除去手術

がま腫切開術

唾石摘出術

がま腫摘出術

外歯瘻手術

歯性扁桃周囲膿瘍切開手術

顎骨腫瘍摘出術（歯根 胞を除く。）

下顎骨部分切除術

下顎骨悪性腫瘍手術

口腔外消炎手術（骨膜下膿瘍、皮下膿瘍、蜂窩織炎等）

下顎骨離断術
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改正前 改正後 改正前 改正後
区分番号

点　数 施設基準
備考手　術　名

Ｊ０５４ 4,610 → 4,610 － －

Ｊ０５５ 7,440 → 7,440 － －

Ｊ０５６ 7,410 → 7,410 － －

Ｊ０５７ 17,600 → 17,600 － －

Ｊ０５９

1 耳下腺浅葉摘出術 16,100 → 16,100 － －

2 耳下腺深葉摘出術 18,400 → 18,400 － －

Ｊ０６０

1 切除 19,000 → 18,100 70/100 5/100加算

2 全摘 28,700 → 27,300 70/100 5/100加算

Ｊ０６１ 900 → 900 － －

Ｊ０６２ 6,720 → 6,720 － －

Ｊ０６３

1 歯周ポケット 爬術 75 → 75 － －

2 新付着手術 150 → 150 － －

3 歯肉切除手術 300 → 300 － －

4 歯肉 離 爬手術  600 → 600 － －

Ｊ０６４ 770 → 770 － －

Ｊ０６５

1 １歯又は２歯にわたるもの 680 → 680 － －

2 ３歯以上にわたるもの 1,300 → 1,300 － －

Ｊ０６６

1 １歯又は２歯にわたるもの 1,300 → 1,300 － －

2 ３歯以上にわたるもの 2,700 → 2,700 － －

Ｊ０６７ 1,570 → 1,570 － －

Ｊ０６８ 9,010 → 9,010 － －

Ｊ０６９

1 単純な場合 12,500 → 11,900 70/100 5/100加算

2 複雑な場合及び２次的再建の場合 21,600 → 20,600 70/100 5/100加算

上顎骨折非観血的整復術

上顎骨折観血的手術

上顎骨形成術

歯周外科手術（１歯につき）

歯肉弁移動術

歯槽骨骨折非観血的整復術

歯槽骨骨折観血的整復術

顎下腺悪性腫瘍手術

耳下腺腫瘍摘出術

耳下腺悪性腫瘍手術

唾液腺管形成手術

唾液腺膿瘍切開術

舌下腺腫瘍摘出術

顎下腺腫瘍摘出術

顎下腺摘出術

歯－手術－別－5 / 9 　　



改正前 改正後 改正前 改正後
区分番号

点　数 施設基準
備考手　術　名

Ｊ０７０ 8,930 → 8,930 － －

Ｊ０７０－２ 18,000 → 17,100 70/100 5/100加算

Ｊ０７１ 1,240 → 1,240 － －

Ｊ０７２

1 片側の場合 10,000 → 10,000 － －

2 両側の場合 14,700 → 14,700 － －

Ｊ０７３

1 簡単なもの 30 → 30 － －

2 困難なもの

イ　浅在性のもの 680 → 680 － －

ロ　深在性のもの 1,290 → 1,290 － －

3 著しく困難なもの 4,400 → 4,400 － －

Ｊ０７４ 顎骨内異物除去術 1,300 → 1,300 － －

Ｊ０７５

1 おとがい形成の場合 4,990 → 4,990 － －

2 短縮又は伸長の場合 13,200 → 13,200 － －

3 再建の場合 18,500 → 18,500 － －

Ｊ０７６ 17,700 → 16,900 70/100 5/100加算

Ｊ０７７ 410 → 410 － －

Ｊ０７８ 14,100 → 14,100 － －

Ｊ０７９ 21,600 → 21,600 － －

Ｊ０８０

1 徒手的授動術（パンピングを併用した場合） 990 → 990 － －

2 顎関節鏡下授動術 4,320 → 4,320 － －

3 開放授動術 13,500 → 13,500 － －

Ｊ０８１

1 顎関節鏡下円板整位術 12,600 → 12,600 － －

2 開放円板整位術 17,000 → 17,000 － －

Ｊ０８２

下顎骨折非観血的整復術

下顎骨折観血的手術

頬骨骨折観血的整復術

頬骨変形治癒骨折矯正術

口腔内軟組織異物（人工物）除去術

顎関節授動術

顎関節円板整位術

下顎骨形成術

顎関節形成術

顔面多発骨折観血的手術

顎関節脱臼非観血的整復術

顎関節脱臼観血的手術

歯科インプラント摘出術（１個につき）
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改正前 改正後 改正前 改正後
区分番号

点　数 施設基準
備考手　術　名

1 人工歯根タイプ 460 → 460 － －

2 ブレードタイプ 1,250 → 1,250 － －

3 骨膜下インプラント 1,700 → 1,700 － －

Ｊ０８３

1 ２分の１顎未満の範囲のもの 2,040 → 2,040 － －

2 ２分の１顎以上の範囲のもの 6,270 → 6,270 － －

Ｊ０８４

1 筋肉、臓器に達するもの（長径5cm未満） 1,250 → 1,250 － －

2 筋肉、臓器に達するもの（長径5cm以上10cm未満） 1,680 → 1,680 － －

3 筋肉、臓器に達するもの（長径10cm以上） 2,000 → 2,000 － －

4 筋肉、臓器に達しないもの（長径5cm未満） 470 → 470 － －

5 筋肉、臓器に達しないもの（長径5cm以上10cm未満） 850 → 850 － －

6 筋肉、臓器に達しないもの（長径10cm以上） 1,320 → 1,320 － －

Ｊ０８５

1 手若しくは指又は足若しくは指 1,020 → 1,020 － －

2 半肢の大部若しくは頭部、頸部及び顔面の大部にわたる範囲又は１肢若
しくはこれに準ずる範囲のもの 2,300 → 2,300 － －

Ｊ０８６ 1,920 → 1,920 － －

Ｊ０８７ 5,120 → 5,120 － －

Ｊ０８８

1 長径３cm未満 1,200 → 1,200 － －

2 長径３cm以上 2,880 → 2,880 － －

Ｊ０８９

1 25c㎡未満 6,070 → 6,070 － －

2 25c㎡以上100c㎡未満 8,270 → 8,270 － －

3 100c㎡以上200c㎡未満 15,400 → 15,400 － －

4 200c㎡以上 21,300 → 21,300 － －

Ｊ０９０ 4,410 → 4,410 － －

Ｊ０９１

創傷処理

試験上顎洞開窓術

顎骨インプラント摘出術

上顎洞根本手術

リンパ節摘出術

デブリードマン

全層、分層植皮術(露出部・粘膜部・関節部)

皮膚移植術

皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術
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改正前 改正後 改正前 改正後
区分番号

点　数 施設基準
備考手　術　名

1 25c㎡未満 3,760 → 3,760 － －

2 25c㎡以上100c㎡未満 6,830 → 6,830 － －

3 100c㎡以上 10,400 → 10,400 － －

Ｊ０９２ 21,900 → 21,900 － －

Ｊ０９３ 40,000 → 40,000 － －

Ｊ０９５ 11,700 → 11,700 － －

Ｊ０９６ 46,200 → 44,000 70/100 5/100加算

Ｊ０９７ 5,010 → 5,010 － －

Ｊ０９８ 3,130 → 3,130 －

Ｊ０９９ 10,700 → 10,700 － －

Ｊ０９９－２ 10,800 → 10,800 － －

Ｊ１００

1 頭、頸部動脈 36,700 → 36,700 － －

2 その他の動脈 23,300 → 23,300 － －

Ｊ１００－２ 10,800 → 10,800 － －

Ｊ１０１ 17,800 → 17,800 － －

               第２節　輸血料

Ｊ２００

1 自家採血輸血（200mLごとに）

イ　１回目 750 → 750 － －

ロ　２回目以降 650 → 650 － －

2 保存血液輸血（200mLごとに）

イ　１回目 450 → 450 － －

ロ　２回目以降 350 → 350 － －

3 自己血輸血

イ　６歳以上の患者の場合（200mLごとに)

　　 　液状保存の場合 950 → 950 － －

　　 　凍結保存の場合 1,900 → 1,900 － －

ロ　６歳未満の患者の場合（体重１㎏につき４mLごとに）

輸血

複合組織移植術

神経移植術

動脈（皮）弁術、筋（皮）弁術

遊離皮弁術（顕微鏡下血管柄付きのもの）

動脈形成術、吻合術

血管結紮術

自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの)

粘膜移植術

抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込型カテーテル設置

中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置

血管移植術、バイパス移植術

歯－手術－別－8 / 9 　　



改正前 改正後 改正前 改正後
区分番号

点　数 施設基準
備考手　術　名

　　 　液状保存の場合 950 → 950 － －

　　 　凍結保存の場合 1,900 → 1,900 － －

4 交換輸血（１回につき） 5,250 → 5,250 － －

（凡例）
70/100 ： 施設基準に適合していない場合にあっては、１００分の７０に相当する点数により算定することとなる手術

5/100加算： 施設基準に適合している場合にあっては、１００分の５に相当する点数を加算し、施設基準に適合していない場合にあっては、１００分の３０に相当する点
数を減算することとなる手術
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